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1 9 7 0 年代 にお ける地方 自治体 の 公害対策制度

烏 力 吉 図 ･ 藤 井 隆 至

はじめ に

日 本で は , 都道府県 も
, 国 の 環境法 を施行す る 責任 を 負 っ て い る

｡ 横浜市, 名古屋市, 大阪

市 な どの 政令指定都市 も
, 環境法 の 施行 の 責任 を直接担 っ て い る

1

｡
こ の よ う な 制度 に な っ て

い る の は ,
1 9 7 0 年 の ｢ 公害国会｣ ( 第64 回国会) で 公害対策基本法 が 改正 さ れ , そ れに と も な い

,

都道府県知事等 に 公害 に 係 る監視規制 の 権限が 大幅 に委譲 され た か ら で あ る
｡

した が っ て
, 都

道府県
,

政令市 な どの 地方自治体 は
,

公害 の 監視
,

測定
,

取締 り 等公害規制 に 関す る対策措置

の 実施 に あた る と と も に
, 公害対策事業 の 推進 を 図 り

,
地域 に お け る総合的 な 公害対策 を講ず

る 主体 と して 重要な 役割 を果 たす こ と とな っ て い る
2

｡

本論 は
,

主 に 地方自治体 の 公害対策 の 具体的内容お よ びそ の 実行 の あ り方 に つ い て 分析す る

こ と を 目的 とす る
｡

1 公害防止条例

1 . 1 公害防止条例

公害防止条例 は, 地方自治体 の 公害防止 に対す る基本的姿勢 を 示す も の で あ り
3

, 地方自治

体独自 の 公害対策 の 主要な手段 と な る も の で ある
4

｡

公害防止条例 は
,

地方自治体 の 自治立法権 に基 づ く こ とか ら
,

地方議会は
,

国 の 法令 に 違反

しな い 限 り に お い て
,

自主的 に こ れ を制定す る こ とが で き
,

か つ
,

条例違反者 に 対 して は
,

制

裁 と して
,

2 年以下 の 懲役 も しくは 禁鏑 ,
10 万 円以下 の 罰金

,
拘留

,
科料 ま たは 没収 の 刑 を定

め る こ とが で き る｡ 条例 の 執行 は
, 地方自治体 の 執行機関 と して の 地方自治体 の 長 の 権限 に 属

し
,

こ れ に 関 して 国の 関与 は許 され な い
5

｡

公 害防止条例 の 重点は , 地方自治体 が 地域 の 自然的
･

社会的事情 に 応 じ て
,

国 の
一

般基準 で

は
,

人 の 健康 を保護 し, 生活環境 を保全す る の に不十分で ある と認 め る場合 に は
,

そ の 独自の

判断 によ り
,

条例 に よ っ て ①国 の
一

般基準 を 上 回る 厳 し い 上 乗せ 基準 の 設定
,

②法律 の 規制対

象項目以外 の 項目 に つ い て 規制措置 を行 な う ( こ れ を ｢ 横出 し規制｣ あ る い は ｢横出 し 条例｣

と も と い う)
,

③特定施設 の 立地 を 許可制 にす る と い っ た立地規制等 が 指摘 さ れ て い る
6

｡
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表 1 - 1 都道府県公害防止条例 の 制定状況の 推移

第80 号 20 0 5 - Ⅱ

区 分 1 96 2 年以 前 6 3 年 6 4 年 65 年 6 6 年
都道 府県数 4 ( 4) 0 ( 6) 2 ( 9 ) 3 (1 3) 4

区 分 6 7 年 6 8 年 6 9 年 70 年 計
都 道府県数 (18) 5 (2 3) 5 ( 3 2) 9 ( 4 6) 1 4 4 6

注 ( ) 内は累計

(出所) 環境庁編 『環境白書』 昭和4 7 年版, 3 2 1 頁 ｡

1 9 7 0 年 の ｢公害国会｣ で
,

国に お ける 公害関係法の 整備拡充 と権限 の 地方 へ の 委譲が 定 め ら

れ た こ と に伴 い
,

各都道府県 で は
, 表 1- 1 に 示 さ れ る よ う に

, 公害防止条例 の 整備 ･ 強化 を

図 っ た ｡ 全都道府県 が 公害防止条例 の 施行体制 を整 え た の は ,
｢ 公害 国会｣ 2 年後 の 19 72 年 で あ っ

た
7

｡

1 . 2 許可制立地規制

国 の 法律 は
,

環境 に有害な 影響 を及ぼすお そ れ が あ る 工 場等 の 施設の 設置 に つ い て
,

主 と し

て 届出制 を と っ て い るが
,

地方自治体 レ ベ ル で は,
工 場等 の 新設 に つ い て

,
条例 に 基づ き

, 紘

律よ り 厳 しく
, 許可制 を 取 っ た

8

｡ 法律 に よ る届出制の 場合 で も
,

審査 を厳格 に し て
, 公害発

生の お そ れ の ある 特定施設 に つ い て 計画改善命令 を 出せ ば
,
許可制 に近 い 効果 を 期待で き るが ,

許可制 の 場合
, 許可 を得 ら れ な い 限 り 工 場の 新設 が 許 され な い ば か り で な く

,
工 場 が 監督措置

に 従わ な い と き に は
, 許可 の 取消 し ･ 停止 をす る こ と が で き る の で

9

,
許可制は 環境 に有害な

影響 を及ぼすお そ れ が あ る 工 場 に対 して も っ と も有効 な 規制手法 で あ っ た ｡ 表 1 - 2 は
, 都道府

県公害防止条例等 に お ける 立地規制の 状況 を 示 し たも の で ある ｡

表 1
- 2 都道府県公害防止条例等 に お け る 立地規制 の 状況

年 次

内 容

19 7 2 年 19 7 3 年 19 7 4 年 19 7 5 年 19 7 6 年 19 7 7 年

立 地 規 制

許 可 . 認可 制 1 6 1 8 2 0 2 0 2 3 2 3

事 前 協 議 制 3 3 3 3 3 3

計 19 2 1 2 3 2 3 2 6 2 6

( 出所) 環境庁編 『環境 自書』 昭和53 年版
,

4 3 6 頁｡

1 . 3 公 害行政組織

公害対策基本法の 改正 と地方自治体 に お け る公害防止条例 の 強化 に 伴 い
, 日本全国で は 環境 ･

衛生 に 関す る設備 と人 材 の 需要 と供給が 急速 に増加 した ｡
1 9 7 6 年10 月 1 日時点 で は 全都道府県

が 公害専門課 (室) を有 し
,

2 つ を除 くす べ て の 都道府県 が 専門の 部局 を設置 し て い る
｡ また

,

4 6 都道府県 にお い て 公害セ ンタ
ー

又 は 公害研究所 を設置 して い る ｡ 都道府県 の 公害担当職員数
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の 推移 は 表 1- 3 に 示 し た とお り
,
1 9 7 6 年 に6

,
2 6 7 人 に達 して い る

｡ そ れ を 公害担当組織別 に ま

とめ る と
,

表 ト 4 に 示 し た とお り とな る｡

表 ト 3 都道府県公害担当職員総数の 推移

年 次 197 1 年 19 7 2 年 19 7 3 年 19 7 4 年 19 7 5 年 19 7 6 年

職 員 数 ( 人) 2
,
6 3 4 4

,
5 6 8 5

,
2 8 4 5

,
8 5 2 6

,
6 1 4 6

,
2 6 7

うち専任 職員 数 3
,
6 0 9 4 , 2 9 2 4

,
8 1 0 5

,
2 3 9 5

,
1 1 7

( 出所) 環境庁編 『環境 自書』 昭和52 年版
,
3 8 4 頁 ｡

公害規制 の 強化 は
, 社会的設備投資 を 増加 さ せ た｡

こ の こ と に よ っ て
, 単な る 人 々 の 健康

･

生活環境が 保護 され る こ と か ら得 ら れ る 社会厚生 の 増加だけで は なく
,

労働需要 を 増加 さ せ る

こ とに も注意す べ き で あ る｡

表 1
-

4 都道府県の 公害担当組織別専任職員数及び兼任職員数 (1 9 7 6 .1 0 . 1 現在)

出先機関 公 害研究所 公害センタ
ー

衛生研究所 保健所 そ の 他 合 計

専 任 職 員 数 53 0 8 4 6 9 2 6 6 6 2 4 8 2
,
3 8 2

事 務 系 5 8 1 2 3 5 9 1 9 8 3 7 5

技 術 系 4 72 7 2 3 8 7 5 7 5■ 15 0 2 , 0 0 7

兼任 職 員 数 22 9 3 4 0 6 7 5 2 0 8 1
,
0 3 8

事 務 系 13 4 1 6 1 4 5 1 0 3 3 0 8

技 術 系 9 52 3 4 5 3 0 1 0 5 7 3 0

(出所) 環境庁編 『環境自書』 昭和52 年版,
3 8 4 頁より筆者作 成｡

2 上乗せ 基準

2
.
1 上乗 せ 基準

国 の 定 め た
一

般排水基準は , 河川, 海域などの 自然 の 浄化能力 を考慮 し て 策定 され た も の で

ある が
,

人 口 が 集中す る 大都市や産業 の 集中す る 工 業地帯で は
,

こ の
一

般基準 で 排水基準 を 達

成す る こ と は 困難で ある
1 0

｡
こ の 場合, 都道府県 な ど地方自治体 は

,
独自 の 判断 に よ り, 条例 に

よ り 国 の
一

般基準 を 上 回 る厳 し い 上 乗 せ 基準 を 定め
,

人 の 健康 の 保護
,

生活環境 の 保全 を 図る

こ とに 努 め た｡

都道府県 が 上 乗せ 基準 を設定 した ときは
,

そ の 基準 が 国 の 定め た排水基準 に 代わ っ て 適用 さ

れ る こ と か ら
,

上 乗せ 基準 を 定め る 際 に①当該水域 の 範囲を 明 らか に し
,

②環境庁長官及び関

係都道府県知事 に通知 し な けれ ばな らな い
11

｡ こ の こ と は
,
国が 上 乗 せ 排水基準 の 設定状況 を 早

期 に把握す る と と も に
,

2 以上 の 都道府県 に また が る 水域 に つ い て 上 乗せ 排水基準 の 設定 が 行
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わ れ る 場合 に
,

関係都道府県 (例 え ば上 流県 と下流県) の 上 東せ 排水基準相 互 間 に基準 の 設定

時期 また は 基準 の 内容 に著 し い 披行性が 生 じる 事 を 防止す る ため で ある
1 2

｡

2 . 2 上乗せ 基準の 設定状況

水質汚濁防止法 に よ る 上 乗せ 基準 の 設定は
, 健康項目で ある 有害物質 とP H

,
B O D 等 の 生活

環境項目 に つ い て 認 め られ て い る が
,
1 9 73 年 8 月現在 , 有害物質 に つ い て1 7 都県

,
生活環境項

目 に つ い て4 1 都道府県 にお い て 行 な わ れ て い る
1 3

｡ ま た
, 水質汚濁防止法 に お い て は

,
生活環境

項目 に つ い て 平均排水量50 m
3

/ 日未満 の 施設は 規制対象 とな っ て い な い が
,

条例 に よ り こ れ ら

の 施設 も規制対象 に加 え
一

種 の 上 乗 せ 基準 を 設定 して い る も の が73 年 8 月 現在
,

2 1 都道府県 も

あ る
14

｡
こ れ を い わ ゆる ｢ ス ソ 切 り｣ 工 場等 に対す る 規制 と い う｡ 表 2 - 1 は ｢ ス ソ 切 り｣ 工 場

等 に対す る規制状況 の
一

部 を 示 した も の で ある
｡

表 2 - 1 上乗せ 基準 の 設定状況 (1 9 7 4 年 2 月 末 日現在)

都道府県名 対 象 水 域 生 活 環 境 項 目 有 害 物 質 排水のスソ切り

東 京 全都: 江 戸川 , 多摩川 ,
P Ⅲ

,
B O D

,
C O D

,
S S

,
N- O m

:

ソ日

東京城南 , 鶴見 川, 境 ヘ キ サ ン ( 動植物 油 脂) , 以上

川 , 東京湾 , 卑し よ 及 フ ェ ノ ー ル
,

銅 に つ い て 全

び海域 業種 を対象に設定

埼 玉 全県 B O D
, S S ,

フェ ノ ー ル
,
P E

,

N - ヘ キサ ン ( 鉱油 , 動植物

油脂) ,
亜 鉛, 秩 ,

マ ンガ ン
,

ク ロ ム
, 弗素, 大 腸 菌 に つ

い て 全業種 を対象に 設定

10 m ソ日

以上

岩 手 新井田川 河口水域
,

C O D
,

B O D
,

P E
, S S , N - O m

3

/ 日

釜 石汚水域 ヘ キサ ン ( 動植物油 脂, 鉱

抽) ,
フ ェ ノ

ー

ル
,

亜 鉛 ,

銅 につ い て 食料 品
,

パ ル プ

等 を対象に 設定

以 上

静 岡 狩野川水域
,

田子 の 浦 C O D
,

B O D
,

P H
,

S S
,

N- カ ドミ ウ ム
,

シ O m
3

/ 日

水域 , 奥駿河清水域
,

ヘ キ サ ン (動植物油脂 ,
鉱 ア ン

, 有機リ ン
, 以上

大井 川水域 , 馬込川 水 抽) ,
亜 鉛

,
鍋

,
ク ロ ム

, 鉛 ,
6 価 ク ロ ム

,

域 卜 浜名湖水域 , 太 田 大腸 菌に つ い て 全 業種 を対 批 素に つ い て 全

川
, 静岡水域 , 志太 水

域

象に設 定 業種 を対象 に設

定

大 阪 淀川 水域
, 神崎 ( 上流) P H

,
B O D

,
C O D

,
S S

,
N- カ ドミ ウ ム

,
シ

水域 , 大 和川 水域 , 泉 ヘ キサ ン ( 動植物油脂
,

鉱 ア ン
, 有機リ ン

,

州 ,
上水源水域 , 泉州 抽) ,

フ ェ ノ ー ル
,

鍋
,

亜 鉛
,
6 価 ク ロ ム

,

臨海造成 地域 及 び全府 鉛 ,
ク ロ ム

, 秩 ,
マ ン ガ ン

,

弗素, 大腸 菌に つ い て全 業

種 を対象に設定

枇素に つ い て 全

業種を対象に 設
定

岡 山 水島水域
,
高梁川水域

,
B O D

,
C O D

,
S S

,
P H

,
フ エ シ ア ン に つ い て O m

3

/ 日

児 島湾 水域
,

旭 川
, 吉 ノ

ー

ル
,

N- ヘ キサ ン ( 動植 化学 繊 維 製 造 以上

井川水域 物油脂,
鉱 油) , 銅 に つ い

て 鉱 業, 食料品製造 業, 化
学 工 業等を対象に 設定

莱, 化学工 業を

対象に設 定
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広 島 全 県 B O D , C O D
, S S ,

P H
,

N -

ヘ キ サ ン ( 動植物油 脂 , 鉱

抽) ,
マ ン ガ ン

,
ク ロ ム に

つ い て パ ル プ
, 食料品 製造

業等を対象 に 設定

O m
3
/ 日

以上

岐 阜 木曽川 水域 , 長良川水 P H
,

B O D
,

S S
,

N - ヘ キサ カ ドミ ウ ム
, 鉛,

O m
3

/ 日

域 , 土 岐川水域 , 神通 ン (動植物油脂) ,
フ ユ ノ

ー 批 素に つ い て 鉱 以上

川 水域 , 矢作川水域 ル
,

銅 に つ い て ほ ぼ 全業種

を対象 に 設定

業 を対象に設定

長 崎 長崎湾 及 び 流 入 河 川 ,
B O D

,
C O D

,
S S

,
鍋

,
亜 カ ドミ ウ ム

,
鉛

,
1 0 m

3

/ 日

佐須川 , 椎根川仁田 の 鉛 に つ い て 全 業種 を対象 に 批 素に つ い て 全 以上

内川 設 定 業種を対象 に 設
J

｣

... ナ

′E

茨 城 全 県 B O D
,
C O D

,
S S

,
フ ユ ノ ー シ ア ン に つ い て 7 .5 m

3
/ 日

ル
,

N - ヘ キ サ ン ( 動植物油

脂
,

鉱 油)
,

マ ン ガ ン
, ク

ロ ム
, 大腸菌, 弗素 に つ い

て 全 業種 を対象 に設定

全 業種 を対象 に

設定

以上

(出所) 環境庁編 『環境白書』 昭和49 年版, 3 8 4 頁 (
一

部抜粋) ｡

表 2 - 1 によ り
,

東京 , 静岡県 , 岡山 県等 ,
工 場排水 に よ る公害問題 を 抱 え て い る地域 に お い

て
,

工 場や 事業場 に対する 規制 が 厳 しく な され て い る こ と に注意す る 必要 が あ る｡ す べ て の 都

道府県 で 上 乗せ 排水基準の 制定 が 終わ っ た の は 19 7 5 年 の こ と で あ る
15

｡

3 公害防止協定

3 .
1 協定方式

公害防止協定 と は
,

国 の 法律や地方 の 条例 に基 づ い て お らず, 地方自治体 と工 場が
, 相 互 の

合意 に基 づ い て 公害防止 の た め に結 ん だ協定 で ある o 協定 に工 場 の 排出 口 ご と の 濃度ある い は

汚染量 を 決め て
,

そ れ を遵守す る 制度で ある ｡

公害防止協定 は
,
条例 と 並び

, 地方自治体 に お け る公害対策 の 重要な 規制手段で あり
1 6

｡ 日本

の 地方自治体 が独自 に 開発 し た世界的 に も ユ ニ
ー

ク な 制度 で あ る
1 7

｡

公害防止協定 は
,

1 9 64 年 に 横浜市 と同市 の 火力発電所 と の 間で 結 ん だ協定 (｢ 横浜方式｣ と よ

ば れ る) に は じ ま り
,

日本 の 各地方団体 で 急速 に 普及 した . そ の 理由は
, ①地方自治体 が 条例

に よ り 定 め た厳 し い 上 乗せ 基準 を 実行す る際 に
, 法律, 条例 な どの 権力的手法 を避け

, 相手方

と の 折衝 を通 じて 相手 と の 任意 の 合意 に 基づ く 非権力的手法 とな る協定制度 で 実行 さ せ た ｡ ②

公害防止対策 は 将来 の 具体的な公害対策 又 は公害予防技術 の 開発 を促進 させ る 効果 を も っ て い

る こ と
,

等 が 挙げ ら れ る｡ 公害防止対策 に は技術面 の 対応が 必要で あり
, 技術上 の 成果 を公害

防止対策 に取 り 入れ て 最 も有効 な 公害防止対策 を打 ち 出す こ とは
,

企業 に とっ て も規制者 で あ

る行政 に とっ て も望 ま し い
｡ 公害防止協定方式は

, 経済界 と行政 の 間で 技術 , 資金
, 機械, 費

用などの 情報交換 を お こ な い やす い 環境 を創 り 出 し
, 両者 の 研究成果 を公害防止 に取 り入れる
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点 で 大 き な利点 を もっ た ｡ 協定式 の 先駆で
,

か つ 典型 と して の ｢ 横浜方式｣ の 成功 した主要な

原因の
一

つ は
, 横浜市が 公害対策面で 電力会社 を技術的 に も指導

･

助言 し う る だけの 十分なス

タ ッ フ を もっ て い た こ と が 指摘 さ れ て い る
18

｡

3 . 2 協定方式の 内容

(1) 協定 の 締結状況

公害防止協定 は1 9 6 4 年 の ｢ 横浜方式｣ か ら は じ ま り
,

日本 の 各地方団体で 急速 に 普及 した｡

表 3 - 1 に 示 した とお り
,

1 9 6 7 年10 月 1 日現在で 公害防止協定 を締結 した事業所数 は3 0 件で

あっ た が
, そ れ に 対 して

,
10 年後 の1 9 77 年1 0月 1 日 現在で 公害防止協定 を締結 して い る 事業所

数 は12
,
9 7 8 件 に達 し

, 急速 な 増加 を み た ｡

表 3 -

1 協定 の 締結状況 (各年10 月 1 日 現在)

年 次 19 6 7 年 19 6 8 年 19 6 9 年 19 7 0 年 19 7 1 年 19 7 2 年 19 7 3 年

事業所数 3 0 8 9 4 3 6 8 5 4 2
,
1 4 1 3

,
2 0 2 5

,
0 9 7

年 次 19 7 4 年 19 7 5 年 19 7 6 年 19 7 7 年 19 7 8 年 19 7 9 年 19 8 0 年

事業所数 7
, 0 9 6 8 , 9 2 3 1 0

,
8 9 9 1 2

,
9 7 8 1 4

,
7 3 0 1 6

,
4 9 9 1 7

,
8 4 1

( 注) 19 6 7 年 -

1 9 7 4 年は 通 産省資料調査 会 『産 業と公害』 543 頁｡

19 7 5 年は 環境 庁編 『環境自書』 昭和5 5 年版
,

4 7 5 頁 ｡

1 9 7 6 年 -

8 0 年 は環 境庁編 『環境 自書』 昭和56 年版,
4 8 5 頁 ｡

(2) 業種別公害防止協定締結事業所

19 8 0 年10 月 1 日現在で 協定 を締結 して い る事業所数 は
, 業種別 で は表 3 - 2 の とお り｡ 金属製

品製造業が 1
,
8 4 2 件 で 最 も 多く

,
次 に機械 工 業が 1

,
6 2 4 件 とな っ て い る｡

表 3 - 2 業種別の 公害防止協定締結事業所数 (1 9 8 0 年1 0 月 1 日 現在)

業 種 事 業 所 数 業 種 事 業 所 数

農 業 1 , 6 0 6 ゴ ム .

皮 革 179

鉱 業 494 窯 業
. 土 石 1

,
2 4 8

建 設 業 771 鉄 鋼 業 607

飲 料 品 1
,
2 8 4 非 鉄 金 属 371

衣 服 . 繊 維 593 金 属 製 品 1
,
8 4 2

木 材 .

木 製 品 671 機 械 工 業 1 , 6 2 4

舵 . パ ル プ 664 電 気 業 2 97

化 学 工 業 1
,
4 2 1 そ の 他 . 3

,
8 6 1

石 油 . 石 炭製 品 3 08 合 計 17
,
8 4 1

( 出所) 環境庁編 『環境自書』 昭和56 年版
,

4 8 6 頁 ｡
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(3) 公害防止協定の 規制対象

次 に 公害防止協定 の 規制対象 を公害別で み る と
, 表 3 - 3 の と お り

, 水質汚濁が もっ と も 多 い
｡

協定総数 の5 3 . 4 % を 占め て い る ｡

表 3 - 3 公害防止協定の 防止対象

防止対象
公 害対 策 原 燃 料 ば い 煙

排 水規制
騒 音 .

悪臭規制
そ の 他

総 数
一

般 規 制 規 制 振 動規制 規 制

協定 数 13
,
8 5 2 3

,
6 9 4 6

,
5 3 9 1 0

,
1 6 7 7

,
7 3 3 5

,
4 6 7 7

,
4 7 2 1 9

,
0 4 0

(出所) 環境庁編 『環境自書』 昭和56 年版,
4 8 6 頁 ｡

(4) 公害防止協定 の 実効性

公害防止協定 の 実効性 を 担保す る 措置 と して
, 表 3 - 4 に示 す とお り

, 事業所 が 公害 を発生さ

せ た 際 の 操業停止や損害賠償 に つ い て 定 め た も の
, 無過失損害賠償責任 を定 め た も の

,
立入 調

査 を 定 め た も の
,

な どが 多 い
｡

表 3 -

4 公害防止協定 の 内容

年 次

区 分

197 5 年 19 7 6 年 19 7 7 年 19 7 8 年 19 7 8 年 19 8 0 年

総 数 8
,
9 2 3 1 0

,
8 9 9 1 2

,
9 7 8 1 4

,
7 3 0 1 6

,
4 9 9 1 9

,
0 4 0

公 害発生 時 の 操業停止
,

損害賠償を定めた もの

無過失損害賠償 を定め た

も の

立 入調 査 を定め たも の

協定の 違 反 に対す る制裁

を定め たも の

2
,
8 0 8

5 1 0

6
,
0 6 2

1
,
9 8 5

3 , 9 4 0

8 5 9

7
,
1 7 0

2
,
5 1 6

5 , 1 1 3

1
,
1 3 5

8
,
5 0 8

3
,
2 4 4

6
, 0 1 0

1
,
3 3 3

9
,
5 3 2

3
,
5 3 7

6
,
2 9 0

1 , 5 3 0

1 0
,
5 4 5

3
,
8 8 4

6
,
5 9 8

1 , 7 3 8

l l
,
2 8 0

4
,
2 3 0

( 出所) 1 9 7 5 年は
,

環境庁編 『環境白書』 昭和55 年版,
4 76 頁｡

1 9 7 6 年 -

1 9 8 0 年 は , 環境庁編 『環境 白書』, 昭和56 年版 ,
4 8 7 頁 ｡

4 環境規制の実効性の シ ス テム

公害 の 規制 は
,
特定施設 の 設置者 に排水基準 の 遵守義務 を果す こ と を 中心 に し て 展開 さ れ る｡

水質汚濁防止法 は 排水基準 の 遵守 を 現実 に 監視す る た め に
, 具体的 に次 の よ う な 規制遵守 の 方

法 を定 め られ て い る｡ 都道府県 な ど の 地方自治体 は
, 多 く の 場合 ,

そ れ を現場 で 執行する 任務

に与 え られ て い る｡

〔1 〕 特定施設 の 設置 の 届出 工 場 ま た は 事業場か ら 公共用水域 に 水 を排出す る者 が
, 特定
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施設 を設置 し よ う とす る と き は
,

次 の 事項 を都道府県知事 に 届け出な ければな らな い ｡

(1) 氏名 また は 名称お よ び住所な らび に法人 に あっ て は
,

そ の 代表者 の 氏名

(2) 工 場 また は事業場 の 名称お よ び所在地

(3) 特定施設 の 種類

(4) 特定施設 の 構造

(5) 特定施設 の 使用 の 方法

(6) 特定施設 か ら排出さ れ る汚水 また は廃液 (汚水な ど) の 処理 の 方法

(7) 排出水 の 汚染状態お よ び量
,

そ の 他省令で 定 め る事項

〔2 〕 経過措置 工 場の 施設 が 特定施設 と な っ た ( 設置 の 工 事 を して い る 者 を含 む) 際,
そ

の 施設 が 特定施設 とな っ た 日か ら30 日以内 に前各号 に掲げ る 事項 を 都道府県知事 に届け

出な けれ ばな ら な い
｡

〔3〕 特定施設 の 構造 な ど の 変更 の 届出 〔1〕 ま た は 〔2 〕 の 届出 を し た 者, 〔1〕 に掲げ

て い る 各号か ら第 4 号 - 第 7 号 ま で の 事項 の 変更 を し よ う とす る とき は
,

そ の 旨を届け

出な けれ ばな ら な い
｡

〔4 〕 計画変更命令 都道府県知事 は
,
〔1 〕 また は 〔3 〕 の 届出が あ っ た 場合,

そ の 内容 を

審査 し
,

排出水 の 汚染状態 が そ の 特定事業場の 排出 口 にお い て
,

そ の 排出水 に係 る排水

基準 に適合 し な い と認 め る と き は
,

そ の 届出 を受理 した 日 か ら60 日以内 に 限り , そ の 届

出 を した 者 に対 し
,

そ の 届出 に係 る特定施設の 構造 も し く は使用 の 方法 も しく は 汚水 な

どの 処理 の 方法 に 関す る 計画 の 変更,
ま たは 特定施設 の 設置 に 関す る 計画 の 廃止 を命ず

る こ と が で き る｡

〔5 〕 実施 の 制限 〔1 〕 ま た は 〔3 〕 の 届出を した 者 は
,

そ の 届出が 受理 され た 目 か ら60 日

を 経過 した 後 で な けれ ば
,

そ れ ぞ れ の 届出に 係 る特定施設 を設置 し
, ま た は特定施設 の

構造 も しく は 使用 の 方法 も しく は 汚水な どの 処理 の 方法 を変更 して は な らな い
｡

〔6 〕 変更な どの 届出 と承継

(1) 〔1 〕 ま た は 〔2 〕 の 届出 を した 者 は
, 〔1〕 の 第 1 号 も し く は 第 2 号 に 掲げ る事項

に 変更 が あ っ た と き
,

ま た は 特定施設の 使用 を 廃止 した と き は , そ の 日 か ら30 日 以内

に
,

そ の 旨を都道府県知事 に届 け出な けれ ばな ら な い
｡

ま た , 〔1〕 ま た は 〔2〕 の 届

出を した 者 か ら特定施設 を譲 り受け,
また は借 り受けた 者は , そ の 特定施設 の 届出 を

した 者 の 地位 を承継す る｡

(2) 〔1〕 ま た は 〔2 〕 の 届出 を した 者 に つ い て 相続 ま た は 合併が あ っ た と き は
,

相続

人ま たは 合併後存続す る法人 も し く は 合併 に よ り 設立 した 法人 は
,

当該届出 を し た者

の 地位 を承継す る｡

(3) 前 2 項 の 規定 に よ り 〔1 〕 ま た は 〔2 〕 の 届出 を し た者 の 地位 を承継 した 者は
,

そ

の 承継 が あ っ た 日 か ら3 0 日以内 に
,

そ の 旨 を 都道府県知事 に 届け出なけ れ ば な ら な

い
19

｡
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〔7〕 改善命令 都道府県知事 は
, 排出水 を排出す る 者が

, 排出基準違反 の 排出水 を排出す

る 恐れ が ある と認 め る と き は
,

期限 を定 め て
,

特定施設 の 構造 も し く は 使用 の 方法
,

拷

水等 の 処理 の 方法 の 改善 を 命 じ
,

ま た は 特定施設 の 使用 も し くは 排出水 の 排出 の
一

時停

止 を 命ず る こ とが で き る｡

〔8〕 排出水 の 汚染状態 の 測定

(1) 排出水 を 排出す る 者 は
,

そ の 汚染状態 を 測定 し
,

結果 を記録 して お か な く て は な ら

な い
｡

(2) 測定す る 項目 に つ い て は
,

排出基準 に 定め ら れ た項目 に つ い て す べ て 行う こ と が 原

則で ある が
, 特定事業場 の 属す る 業種 か らみ て

,
通常問題 と さ れ る物質

,
ま た は 項目

に つ い て 測定す れ ば足 り る と解釈 さ れ て い る｡

(3) 平均的な 排出水 の 量 に つ い て は
,

実測 を 原則 と して(施行規則)
,

正 常 に操業 し て い

る 時点 に お い て
,

1 日 1 回
,

週 3 回以 上
,

操業状態 が 異な る 時期 を含 む よう に し て 涜

量測定 を 行 い
,

そ の 平均流量 を も っ て
,

平均的 な 排出水 の 量 と定義す る ｡ な お
,

季節

的 に大幅に 排水量 が 変動する で ん粉製造業等 の 場合は 通常 の 操業時期 を対象 とす る｡

また
,

使用水 が 水道水 の み で
,

か つ
,

年間 の 操業状態 が ほぼ
一

定 の 場合 に は
,

使用

水道量 の 平均値 か ら排出量 を算定 して も よ い
｡

(4) 1 日 の 排出水 の 平均的な汚染状態 と は
,

1 日 の 操業時間内に お い て
,

排出水 を 3 回

以上 測定 した結果 の 平均値 を い う ｡
こ の 場合

,
操業開始直後 お よ び操業終了直前 に お

い て 排出水が 排出 され て い る時点 を必ず含む も の と して
,
終 日操業 して い る 場合 には

,

1 日 に つ き 夜間を 含 め 3 回以上 測定す る も の と す る｡

(5) 測定 の 結果 は
, 記録 し

,
こ れ を 3 年間保存す る も の と さ れ て い る

20

｡

〔9〕 報告及び検査

(1) 報告徴収

都道府県知事 は
,

上 乗せ 排水基準 の 設定 を含 め
,

水質汚濁防止法 の 施行 に 必要 な 限

度 に お い て
, 特定施設の 使用 の 方法, 汚水 な どの 処理 の 方法

,
排出水 の 汚染状態 お よ

び量
, 用水 お よ び排水の 系統 , 汚水 の 集水

,
導水 の 方法 な どに つ い て

, 特定事業場 に

対 して 報告 を 徴収す る こ と が で き る
2 1

｡

( 2) 立入検査

都道府県知事は
, (1) の 報告徴収権 を有す る ほ か

,
さ ら に 必要 に応 じ

,
特定施設 を設

置 して い る 工 場や事業場 に 立ち 入 っ て
,

立入検査 を 行う こ とが で き る｡

立入検査 の 対象 とな る施設また は 物件 は
,

特定施設お よ び汚水等 の 処理施設 な らび

に こ れ ら の 関連施設, 特定施設 に お い て 使用す る原料な ら び に 関連帳簿類 で ある｡ 関

連施設 と は
, 製造 工 程 にお い て

, 特定施設 に 接続す る機械 ま た は 装置
,

汚水 の 導入施

設, 排水 口 まで の 排水路などを い い
,

使用す る原料 に は
,

触媒 も含 まれ る
2 2

｡

また
,

立入検査 を す る職員は
,

そ の 身分 を 示す証明書 を 携帯 し
,

関係人に 提示 しな
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けれ ば な らな い
｡ 立入検査 の 権限は

, 公害防止 に必要な 情報収支 を 目的 と して 実施す

べ き も の で あ り
, 犯罪捜査や企業秘密 を探知す る た め に実施す る こ とは

,
も と よ り許

され な い
2 3

｡

おわ りに

19 7 0 年 の 公害対策基本法 の 改 正 に よ っ て 地方自治体 の 権限が 強化 され
,

そ れ に と もな い
, 地

方自治体 は 重要な 役割 を 与 え ら れ
,

そ の 役割 を遂行 して き た ｡ 地方自治体 の 役割 と は
, 国 の マ

ク ロ 的 な 政策 を
,

当該地域 の 産業,
人 口

, 自然など の 実態 に基 づ い て ミク ロ 的 に具体化 し実施

す る こ と で ある ｡ そ の 政策 と して 公害防止協定 が 政策的に 実効性 , 経済的に 有効性 を も っ て い

た ｡

公共政策 は 二 つ の 面 を も つ o ひ と つ は 実効性,
も う -

つ は 経済性で ある
｡ 環境政策 の 評価 に

あた っ て
, 環境経済学 は 経済面 で の 有効性 を重視 し

,
そ の 実効性 を 軽視す る 傾向 が あ る

｡ そ し

て 実効性が 欠けて い る もの に対 して
, 非効果的で あ る と判断 し経済的な 面 を強調す る

｡
しか し

,

国
･ 地方自治体 にお ける 政策 とは 意思決定そ の も の で あり

, そ の 立案, 定案の 過程 で 経済的な

要素 を 考 え る とは い え
, 市場 を 通 じて 意 思 決定 を 行な う わ けで は な い

｡
した が っ て

,
実効性 に

よ っ て 引 き起 こ す損失 (費用) は
, 政府 の 失敗 に よ る損失 と考 え る べ き で あ る｡
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